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第 ２ 回 第 ２ 農 地 部 会 議 事 録 

 

日      時  令和３年２月１７日（水）午後２時００分 

 

場      所  津市一志庁舎 ２階 第１会議室 

 

出 席 部 会 委 員   6 田口 慶則・ 7 森 哲也・14 宮本 政春・15 守山 孝之 

          16 中谷 秀也・17 西森 偉統・18 結城 晉三・20 諸戸 善昭 

          22 中野 たつ子・24 前田 孝幸 

                                    以上１０名 

 

欠 席 部 会 委 員   

 

議      長  第２農地部会長 諸戸 善昭 

 

事 務 局 職 員  勝田事務局長・野村事務局次長・増田主査 

 

総 合 支 所  久居：藤巻担当主幹 一志：柴山担当副主幹 白山：境担当副主幹 

          美杉：磯田担当主幹 

 

議 事 録 署 名 者   7 森 哲也・17 西森 偉統 

 

事      項 

 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 報告第２号 農地法第３条の３の規定による届出について 

 報告第３号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出について 

 報告第４号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出について（所有権移転） 

 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転） 

 議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

 議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移転） 

 議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借権） 

 議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（地上権） 

 議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸借） 

 議案第７号 非農地証明願いについて 

 議案第８号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定 

       について ＜別冊＞ 
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議   事   の   大   要 

議  長   第２回第２農地部会を開会させていただきます。 

       本日、全員出席ですので、よろしくお願いします。 

       本日、議事録署名者に７番 森 哲也委員、１７番 西森 偉統委員、よろ

しくお願いします。 

       それでは初めに、会長専決等の報告事項に入ります。 

 

事 務 局   それでは、議案書の１ページをお願いいたします。 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、でございま

す。 

番号１から６で、件数は６件、合計面積は田で１２，２３０㎡でございます。 

これらにつきましては、農地の賃貸借を、貸人、借人、双方の合意により解

約したものであります。 

 

２ページから５ページをお願いいたします。 

報告第２号 農地法第３条の３の規定による届出について、でございます。 

番号１から１１で、合計件数は１１件、合計面積は３５，５６８㎡で、その

内訳は田が２４，２４９㎡、畑が１１，３１９㎡でございます。 

これらにつきましては、相続の届出でございます。 

なお、現況地目が農地以外になっているところは、無断転用の可能性があり

ますので、届出人に対して指導しております。 

 

６ページをお願いいたします。 

報告第３号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出について、でござ

います。 

番号１ 一般個人住宅用地 でございます。 

以上、件数は１件、合計面積は畑で５４８㎡でございます。 

 

７ページをお願いいたします。 

報告第４号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出について（所有権

移転）、でございます。 

番号１ 庭用地 

番号２ 事務所用地 

番号３ 駐車場用地 でございます。 

以上、件数は３件、合計面積は畑で５８２㎡でございます。 

 

報告案件は以上です。 

 

議  長   それでは、議案事項に入ります。議案第１号 農地法第３条の規定による許

可申請について（所有権移転）を議題とします。 

       事務局、説明願います。 

 

事 務 局   それでは、議案書の８ページから９ページをお願いします。 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）で

ございます。 

番号１、地区 久居、受人     、面積 ８４，６４０㎡、渡人    
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 、面積 ３，４７０㎡、申請地 戸木町北川原    、台帳地目・現況地

目とも畑、面積 ６４７㎡。 

これにつきましては、受人は、営農縮小する渡人から申請地を譲り受け、営

農を拡大するものです。 

 

番号２、地区 栗葉、受人     、面積 ４５，９４３㎡、渡人  

   、面積 ３，２０９㎡、申請地 稲葉町中山    、台帳地目・現況

地目とも田、面積 １，００７㎡ 外１筆、合計面積 ３，２０９㎡。 

これにつきましては、受人は、労力不足のため離農する渡人から申請地を譲

り受け、営農を拡大するものです。 

 

番号３、地区 石名原、受人     、面積 ２，９９９㎡、渡人  

   、面積 １，８０７㎡、申請地 美杉町石名原中又    、台帳地目・

現況地目とも田、面積 １２６㎡ 外５筆、合計面積 １，８０７㎡。 

これにつきましては、受人は、遠方のため離農する渡人から申請地を譲り受

け、営農を拡大するものです。 

 

番号４、地区 奥津、受人     、面積 ０㎡、渡人     、面積

 ４，１０８㎡、申請地 美杉町奥津小谷    、台帳地目・現況地目とも

畑、面積 ７４６㎡ 外６筆、合計面積 ３，６７３㎡。 

これにつきましては、受人は、高齢化による労力不足のため営農縮小する渡人か

ら申請地を譲り受け、新規営農するものです。 

 

番号５、地区 奥津、受人     、面積 ９，９３８．７５㎡、渡人  

   、面積 １，８２６㎡、申請地 美杉町奥津中垣内    、台帳地目・

現況地目とも畑、面積 ２６７㎡ 外１筆、合計面積 ８５２㎡。 

これにつきましては、受人は、労力不足のため営農縮小する渡人から申請地

を譲り受け、営農を拡大するものです。 

 

番号６、地区 丹生俣、受人     、面積 ４，４９８㎡、渡人  

   、面積 １，３２８㎡、申請地 美杉町丹生俣庄司    、台帳地目・

現況地目とも畑、面積 ６９㎡。 

これにつきましては、受人は、受人の要望により渡人から申請地を譲り受け、

営農を拡大するものです。 

 

以上、件数は６件、合計面積は１０，２５７㎡で、その内訳は田が６，３７

３㎡、畑が３，８８４㎡でございます。 

       これらの案件につきましては、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、下

限面積要件、地域との調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しない

ため、許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       事務局より説明がありましたが、立ち会っていただきたました地元委員のご

意見をお伺いします。 

       １番、お願いします。 
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田口委員   ６番 田口です。９日に現地を見てまいりました。地元推進委員、農業委

員の諸戸さんと森さんと中野さん、それと私と久居事務局で確認しました。場

所は、ちょうど    のすぐ前です。何ら問題ないと思います。よろしくお

願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       ２番、お願いします。 

 

森 委 員   ７番 森です。諸戸部会長、田口さん、私、中野さん、地元推進委員と現場

を見てまいりました。現場は、    から西へ２００ｍぐらい行ったところ

でございます。事務局説明のとおりで、何ら問題もないということで、よろし

くお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       ３番から６番、お願いします。 

 

結城委員   １８番 結城です。３番から６番まで説明します。９日に、地元推進委員、

美杉事務局で現地を確認しました。相続人の    に農業の意志がないとい

うことで、    に移転をする。受人は四日市に住んでいて、休みの日には

来て農業をしたいと。営農の拡大ということであります。 

       ４番、これも９日に現地確認をいたしました。中野さん、事務局で現地を確

認しました。渡人は、高齢のため、労力もなくなり農業ができなくなり、受人

に移転をしたいということでございます。これも新規営農のためということで

ございます。 

       それから、５番、これも９日に地元推進委員、事務局で現地を確認しました。

渡人は労力が不足のため、受人は営農を拡大するものであり、農地も自宅の近

くで便利のよいところであるということで、営農の拡大ということでございま

す。 

       それから６番、これも９日に、地元推進委員と事務局で現地を確認しました。

渡人は、相手側の要望による移転でございます。受人は、耕作地を取得して営

農を拡大したいということでございます。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       地元委員の説明がございました。皆さん方からのご意見をお伺いしたいと思

います。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   よろしいですか。それではお諮りします。ただいま審議をいただきました議

案第１号について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第１号については許可することに決定し

たいと思います。 
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       続きまして、議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請につい

てを議題とします。 

       事務局、説明願います。 

 

事 務 局   １０ページをお願いします。 

       議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、でござい

ます。 

       番号１、地区 久居、申請者      外１名、申請地 久居明神町藤山

    、台帳地目 畑、現況地目 雑種地、面積 ２５１㎡。 

       これにつきましては、申請地を駐車場用地とするものです。自家用４台、貸

駐車場部分１０台分を確保し、付近の市道の拡幅工事完了後の駐車場需要の増

加を見込み、借り主を募る計画です。申請地隣地の居宅の建築の際に、申請地

も含めて農地転用許可を得たと思い込み、転用に至った旨の始末書の提出があ

りますことから、これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号２、地区 川合、申請者     、申請地 一志町片野堂ノ城   

 、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ２１８㎡。 

       これにつきましては、申請地を一般個人住宅用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号３、地区 倭、申請者     、申請地 白山町垣内堀越    、

台帳地目・現況地目とも田、面積 ４４３㎡。 

       これにつきましては、申請地を資材置場用地とするものです。 

       申請人は造園業を営んでおり、事業拡大のため、自宅の隣地に資材置場用地

を確保するものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       以上、件数は３件、合計面積は９１２㎡で、その内訳は田が４４３㎡、畑が

４６９㎡でございます。 

       これらの案件につきましては、農地法第４条第６項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       事務局より説明がありましたが、立ち会っていただきたました地元委員のご

意見をお伺いします。 

       １番、お願いします。 

 

田口委員   ６番 田口です。これも先日、９日に見てまいりました。詳細については事

務局の説明どおりでございます。場所は、    の南へ約２００ｍぐらいの

ところでございます。先ほど事務局の説明ありましたように、駐車場になって

ましたが、何ら問題ないと思います。よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       ２番、お願いします。 
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前田委員   ２４番 前田です。２番の川合の物件でございます。２月９日に守山委員、

宮本委員と、それから地元推進委員の中で現地を確認いたしました。先ほど事

務局から説明ありましたように、一般個人住宅用地に用途を変えるということ

でございます。何ら問題がないと思います。 

       以上です。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       ３番、お願いします。 

 

中谷委員   １６番 中谷です。９日に、西森、中谷両委員と地元推進委員、それと白山

の事務局で確認をしてまいりました。場所は、国道１６５号線、    へ分

かれていくところから西へ２００ｍぐらいのところです。事務局の説明どおり、

    を営んでいるすぐ隣、西側の土地に資材置場として用地を増やすとい

うことですので、何ら問題はないかと思います。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       それでは、皆さん方のご意見をお伺いしたいと思います。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   よろしいですか。それではお諮りします。ただいま審議をいただきました議

案第２号について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第２号については許可することに決定し

たいと思います。 

       続きまして、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（所有権移転）を議題とします。 

       事務局、説明をお願います。 

 

事 務 局   １１ページから１６ページをお願いします。 

       議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移

転）でございます。 

       今回、栗葉地区において、同一の譲受人による申請が多数あることから、ま

とめて説明させていただく案件がございます。番号が前後する場合があります

が、ご了承ください。 

       それでは、所有権移転についてご説明いたします。 

 

       番号１、地区 久居、受人      株式会社 代表取締役     、

渡人     、申請地 新家町浜井場    、台帳地目・現況地目とも畑、

面積 ５５８㎡ 外１筆、合計面積 １，５１０㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を駐車場

用地とするものです。 

       申請地周辺は太陽光施設用地となっており、その工事やメンテナンス等の管
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理のための共用駐車場用地とする計画です。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号２、地区 久居、受人     、渡人      外３名、申請地 新

家町浜井場    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ３２３㎡ 外４筆、

合計面積 １，９４１㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、５１４．３６㎡、共用道路の設置面積を確保することか

ら、パネルの設置率は、転用面積の３０．９％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号３、地区 久居、受人     、渡人     、申請地 久居明神

町藤山    、台帳地目 畑、現況地目 雑種地、面積 １，１１１㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地、倉庫用地とするものです。 

       申請地については、渡人が令和２年６月に相続したもので、倉庫は昭和４３

年頃、太陽光発電施設は平成２８年ごろ転用に至った旨の始末書の提出があり

ますことから、これを追認しようとするものです。 

       太陽光発電施設については、平成２７年１２月１７日付で、一部面積である

６７７㎡の転用と賃借権の設定の許可がなされております。 

       パネル設置面積は、３７９．５０㎡、倉庫用地があることから、パネルの設

置率は、転用面積の３８．２％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号４、地区 久居、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 久居相川町硯石    、台帳地目・現況地目とも

田、面積 １９㎡ 外２筆、合計面積 １，０４７㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、４８４．８０㎡、パネルの設置率は、転用面積の４６．

３％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       続きまして、番号５から番号４６までの栗葉地区についてご説明いたします。 

       全ての申請において、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするもので、農地区分は全て第２種農地と判断されます。 

       それでは、番号５から番号８及び次のページ番号１１から番号１３について、

まとめてご説明いたします。 

 

番号５、受人 株式会社      代表取締役     、渡人    

 、申請地 庄田町上出    、面積 １３５㎡。 

 

番号６、受人     、渡人     、申請地は同じく    、面積

 １１５㎡。 
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番号７、受人 株式会社      代表取締役     、渡人    

 、申請地は同じく    、面積 ２７８㎡。 

 

番号８、受人     、渡人     、申請地は同じく    、面積

１３８㎡。 

 

番号１１、受人     、渡人      外１名、申請地は同じく  

  、面積 ６２㎡ 外１筆、合計面積 １９７㎡。 

 

番号１２、受人     、渡人     、申請地は同じく    、面

積 ７６㎡。 

 

番号１３、受人 株式会社      代表取締役     、渡人    

 、申請地は同じく    、面積 １５５㎡。 

 

以上７件、合計８筆の申請地を一体利用する計画です。台帳地目・現況地目

は全て畑になります。 

パネル設置面積は、８９７．２０㎡、パネルの設置率は、転用面積の８２．０％

になります。 

 

番号９、受人 株式会社      代表取締役     、渡人    

 、申請地 庄田町上出    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １０３

㎡。 

パネル設置面積は、６０．１２㎡、パネルの設置率は、転用面積の５８．４％

になります。 

 

番号１０、受人 株式会社      代表取締役     、渡人    

 、申請地 庄田町上出    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １７

５㎡。 

パネル設置面積は、１３３．６０㎡、パネルの設置率は、転用面積の７６．４％

になります。 

 

番号１４、受人     、渡人     、申請地 庄田町上出    、

台帳地目・現況地目とも畑、面積 ２１９㎡。 

パネル設置面積は、１３３．６０㎡、パネルの設置率は、転用面積の６１．０％

になります。 

 

番号１５、受人 株式会社      代表取締役     、渡人    

 、申請地 庄田町上出    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １２７

㎡。 

パネル設置面積は、８８．５１㎡、パネルの設置率は、転用面積の６９．７％

になります。 

 

番号１６、受人 株式会社      代表取締役     、渡人    

 、申請地 庄田町上出    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ３１７

㎡。 
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パネル設置面積は、１３３．６０㎡、パネルの設置率は、転用面積の４２．２％

になります。 

 

続きまして、番号１７から番号１９、番号２３と番号２６について、まとめ

てご説明いたします。 

番号１７、受人 株式会社      代表取締役     、渡人    

 、申請地 庄田町上出    、面積 ３８６㎡。 

 

番号１８、受人     、渡人     、申請地は同じく    、面

積 ８２㎡。 

 

番号１９、受人     、渡人     、申請地は同じく    、面

積 ３５７㎡。 

 

番号２３、受人     、渡人      外１名、申請地は同じく 

   、面積 ４７２㎡ 外１筆、合計面積 ４８１．９１㎡。 

 

番号２６、受人 株式会社      代表取締役     、渡人    

 、申請地は同じく    、面積 ８２㎡。 

 

以上５件、合計６筆の申請地を、次の議案第４号でご審議いただく申請地も

含めて一体利用する計画です。台帳地目・現況地目は全て畑になります。 

パネル設置面積は、９３５．２０㎡、パネルの設置率は、転用面積の６０．

４％になります。 

 

番号２０、受人 株式会社      代表取締役     、渡人    

 、申請地 庄田町上出    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ２９７

㎡。 

パネル設置面積は、１３３．６０㎡、パネルの設置率は、転用面積の４５．０％

になります。 

 

番号２１、受人     、渡人     、申請地 庄田町上出    、

台帳地目・現況地目とも畑、面積 ２９７㎡。 

パネル設置面積は、１３３．６０㎡、パネルの設置率は、転用面積の４５．０％

になります。 

 

番号２２、受人 株式会社      代表取締役     、渡人    

  外１名、申請地 庄田町上出    、台帳地目・現況地目とも畑、面積

 ７９㎡ 外１筆、合計面積 ２９３㎡。 

パネル設置面積は、１３３．６０㎡、パネルの設置率は、転用面積の４５．６％

になります。 

 

番号２４、受人     、渡人     、申請地 庄田町上出    、

台帳地目・現況地目とも畑、面積 ２６７㎡。 

パネル設置面積は、１３３．６０㎡、パネルの設置率は、転用面積の５０．０％

になります。 
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番号２５、受人     、渡人     、申請地 庄田町上出    、

台帳地目・現況地目とも畑、面積 ２５１㎡。 

パネル設置面積は、１３３．６０㎡、パネルの設置率は、転用面積の５３．３％

になります。 

 

番号２７、受人 株式会社      代表取締役     、渡人   

  、申請地 庄田町上出    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ２６

１㎡。 

パネル設置面積は、１３３．６０㎡、パネルの設置率は、転用面積の５１．２％

になります。 

 

番号２８、受人 株式会社      代表取締役     、渡人    

 、申請地 庄田町沓掛    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ２９４

㎡。 

パネル設置面積は、１３３．６０㎡、パネルの設置率は、転用面積の４５．５％

になります。 

 

番号２９、受人 株式会社      代表取締役     、渡人    

 、申請地 庄田町沓掛    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ３８６

㎡。 

パネル設置面積は、１３３．６０㎡、パネルの設置率は、転用面積の３４．７％

になります。 

 

番号３０、受人     、渡人     、申請地 庄田町沓掛    、

台帳地目・現況地目とも畑、面積 ３２０㎡。 

パネル設置面積は、１３３．６０㎡、パネルの設置率は、転用面積の４１．８％

になります。 

 

番号３１、受人     、渡人     、申請地 庄田町沓掛    、

台帳地目・現況地目とも畑、面積 ２７４㎡。 

パネル設置面積は、１３３．６０㎡、パネルの設置率は、転用面積の４８．８％

になります。 

 

番号３２、受人     、渡人     、申請地 庄田町貝下    、

台帳地目・現況地目とも畑、面積 １６１㎡。 

一体利用地を含めてのパネル設置面積は、２６７．２０㎡、パネルの設置率

は、転用面積の４２．３％になります。 

 

番号３３、受人     、渡人     、申請地 庄田町貝下    、

台帳地目・現況地目とも畑、面積 ４５２㎡。 

パネル設置面積は、１３３．６０㎡、パネル自体の影回避のため、パネルの

間隔を確保することから、パネルの設置率は、転用面積の２９．６％になりま

す。 

 

番号３４、受人     、渡人     、申請地 庄田町貝下    、



 11 

台帳地目・現況地目とも畑、面積 ４２６㎡。 

パネル設置面積は、１３３．６０㎡、パネル自体の影回避のため、パネルの

間隔を確保することから、パネルの設置率は、転用面積の３１．４％になりま

す。 

 

番号３５、受人     、渡人     、申請地 庄田町貝下    、

台帳地目・現況地目とも畑、面積 ３９３㎡。 

パネル設置面積は、１３３．６０㎡、パネル自体の影回避のため、パネルの

間隔を確保することから、パネルの設置率は、転用面積の３４．０％になりま

す。 

 

番号３６、受人     、渡人     、申請地 庄田町大沢    、

台帳地目・現況地目とも畑、面積 ４０９㎡。 

パネル設置面積は、１３３．６０㎡、不整形地であるため、パネルの設置率

は、転用面積の３２．７％になります。 

 

番号３７、受人     、渡人     、申請地 庄田町大沢    、

台帳地目・現況地目とも畑、面積 ２５７㎡。 

パネル設置面積は、１３３．６０㎡、パネルの設置率は、転用面積の５２．０％

になります。 

 

番号３８、受人     、渡人     、申請地 庄田町大沢    、

台帳地目・現況地目とも畑、面積 ２９４㎡。 

パネル設置面積は、１３３．６０㎡、パネルの設置率は、転用面積の４５．５％

になります。 

 

番号３９、受人 株式会社      代表取締役     、渡人    

 、申請地 庄田町大沢    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ６４７

㎡。 

パネル設置面積は、１３３．６０㎡、進入路を確保するため、パネルの設置

率は、転用面積の２３．６％になります。 

 

続きまして、番号４０と番号４１について、まとめてご説明いたします。 

番号４０、受人     、渡人     、申請地 庄田町大沢    、

面積 ７７３㎡。 

 

番号４１、受人     、渡人     、申請地は同じく    、面

積 １６㎡。 

 

以上２件、合計２筆の申請地を一体利用する計画です。台帳地目・現況地目

は全て畑になります。 

パネル設置面積は、２６７．２０㎡、メンテナンス用資材置場を確保するた

め、パネルの設置率は、転用面積の３６．２％になります。 

 

番号４２、受人     、渡人     、申請地 庄田町大沢    、

台帳地目・現況地目とも畑、面積 ３７３㎡。 
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パネル設置面積は、１３３．６０㎡、パネルの設置率は、転用面積の４１．０％

になります。 

 

番号４３、受人     、渡人     、申請地 庄田町大沢    、

台帳地目・現況地目とも畑、面積 ２７１㎡。 

パネル設置面積は、１３３．６０㎡、パネルの設置率は、転用面積の４９．３％

になります。 

 

番号４４、受人     、渡人     、申請地 庄田町大沢    、

台帳地目・現況地目とも畑、面積 ４６１㎡ 外１筆、合計面積４７０．２

４㎡。 

パネル設置面積は、１３３．６０㎡、不整形地であるため、パネルの設置率

は、転用面積の２８．５％になります。 

 

番号４５、受人     、渡人     、申請地 庄田町大沢    、

台帳地目・現況地目とも畑、面積 ４７３㎡。 

パネル設置面積は、１３３．６０㎡、パネル自体の影回避のため、パネルの

間隔を確保することから、パネルの設置率は、転用面積の２８．３％になりま

す。 

 

番号４６、受人     、渡人     、申請地 庄田町大沢    、

台帳地目・現況地目とも畑、面積 ５４２㎡。 

パネル設置面積は、１３３．６０㎡、パネル自体の影回避のため、パネルの

間隔を確保することから、パネルの設置率は、２４．７％になります。 

 

以上、栗葉地区４２件、全ての申請において、受人は、渡人から申請地を譲

り受け、申請地を太陽光発電施設用地とするもので、農地区分は全て第２種農

地と判断されます。 

 

番号４７、地区 波瀬、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 一志町波瀬下之世古    、台帳地目・現況地目

とも畑、面積 ８９９㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

パネル設置面積は、３３６．６０㎡、パネルの設置率は、転用面積の４０．６％

になります。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号４８、地区 川合、受人     、渡人     、申請地 一志町

小山鳥居ノ本    、台帳地目 田、現況地目 雑種地、面積 ６．９９㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を資材置

場用地とするものです。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号４９、地区 川合、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人      外２名、申請地 一志町八太欠ノ下    、台帳地目・現
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況地目とも畑、面積 ３８０㎡ 外３筆、合計面積 １，１６２㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

パネル設置面積は、７２２．４５㎡、パネルの設置率は、転用面積の６２．２％

になります。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号５０、地区 川口、受人 一般社団法人      代表理事    

 、渡人      外２名、申請地 白山町川口大角    、台帳地目・

現況地目とも畑、面積 ２６８㎡ 外３筆、合計面積 １，０８３㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

パネル設置面積は、６０８．４０㎡、パネルの設置率は、転用面積の５６．２％

になります。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号５１、地区 川口、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人      外１名、申請地 白山町川口大角    、台帳地目・現況

地目とも畑、面積 ３２０㎡ 外１筆、合計面積 ６１３㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

パネル設置面積は、５０７．００㎡、パネルの設置率は、転用面積の８２．７％

になります。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号５２、地区 川口、受人     、渡人     、申請地 白山町

川口杉ヶ瀬    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １７８㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を庭用地

とするものです。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号５３、地区 大三、受人     、渡人     、申請地 白山町

二本木閑城    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ２４４㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を資材置

場用地とするものです。 

受人は、建設業を営んでおり、既存の資材置場が手狭になったことから、自

宅からほど近い申請地を新たに資材置場として確保する計画です。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号５４、地区 倭、受人     、渡人     、申請地 白山町佐

田奥垣内    、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積 ２９㎡ 外２筆、

合計面積 ２２３㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を進入路

用地、庭用地、住宅敷地用地とするものです。 

以前より申請地全体を現状どおり住宅敷地等として利用してきた旨の始末書

の提出がありますことから、これを追認しようとするものです。 
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農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号５５、地区 八知、受人     、渡人      外１名、申請地

美杉町八知下峯郷    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ３３㎡ 外２

筆、合計面積 ４８８㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

パネル設置面積は、２８０．３６㎡、パネルの設置率は、転用面積の５７．５％

になります。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号５６、地区 八知、受人      合同会社 代表社員     、渡

人      外１名、申請地 美杉町八知魚切    、台帳地目・現況地

目とも田、面積 ３６３㎡ 外１筆、合計面積 １，３３８㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

パネル設置面積は、５２８．１２㎡、安全確保のため、鉄道の線路側の境界

付近のパネル設置を回避するため、パネルの設置率は、転用面積の３９．５％

になります。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号５７、地区 八知、受人     、渡人      外２名、申請地

美杉町八知下峯郷    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ４０９㎡ 外

２筆、合計面積 １，１２９㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

パネル設置面積は、５２８．１２㎡、パネルの設置率は、転用面積の４６．８％

になります。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号５８、地区 八知、受人     、渡人     、申請地 美杉町

八知峯郷    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １，００８㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

パネル設置面積は、４８２．４８㎡、パネルの設置率は、転用面積の４７．９％

になります。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号５９、地区 八知、受人      合同会社 代表社員     、

渡人     、申請地 美杉町八知下峯郷    、台帳地目・現況地目と

も畑、面積 １，０４４㎡ 外１筆、合計面積 １，１４３㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

パネル設置面積は、３９７．７２㎡、通路確保のため、パネルの設置率は、

転用面積の３４．８％になります。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。 
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番号６０、地区 八知、受人     、渡人     、申請地 美杉町

八知川原田    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ９３８㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

パネル設置面積は、４５６．４０㎡、パネルの設置率は、転用面積の４８．７％

になります。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号６１、地区 八知、受人 合同会社      代表社員     、

渡人     、申請地 美杉町八知的場    、台帳地目・現況地目とも

田、面積 １，１５７㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

パネル設置面積は、５２８．１２㎡、パネルの設置率は、転用面積の４５．６％

になります。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号６２、地区 川上、受人     、渡人     、申請地 美杉町

川上竹田    、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積 ３５３㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を庭用地、

進入路用地、駐車場用地、建物敷地用地とするものです。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

以上、件数は６２件、合計面積は２９，８９３．１４㎡で、その内訳は田が

３，９７６．２３㎡、畑が２５，９１６．９１㎡でございます。 

いずれの案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       それでは、事務局より説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いした

いと思います。 

       １番から４番まで、お願いします。 

 

田口委員   ６番 田口です。９日に現場を見てまいりました。 

       １番については、太陽光の駐車場ということで、２番が太陽光の施設でござ

います。これも９日の午後に、会長はじめ部会長、事務局、それから地元推進

委員、そして私と、そして業者と。事務局の説明通りでございます。 

       ３番も９日に、諸戸さんをはじめ中野さん、森さん、地元推進委員で見てま

いりました。これは、もう太陽光が出来上がってるということですので、始末

書も出ているところでございます。場所は、    から南へ約２００ｍぐら

いのところでございます。 

４番ですけれども、これも場所がちょっと離れてるだけで、場所も    で

今のところでございます。これは    のところからずっと東へ行って、 

   のちょうど３００ｍぐらい行ったところでございます。これも何ら問題
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ないと思います。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       ちょっと長いですが、５番から４６番まで。 

 

森 委 員   ７番 森です。８日に、諸戸部会長、農業委員の田口さん、中野さん、私、

地元推進委員、久居事務局、業者とで８日に現場を見てまいりました。 

       まず、５番から２７番まで、皆、隣地ですもので一括でご説明します。現場

のほうは、以前から太陽光が増えておりました国道１６５号線、    から

東側のほうの畑で、以前から太陽光が増えている場所でございます。その周り

の隣地で太陽光が増えております。これも事務局の説明のとおりでございます。 

       それから、２８番から３１番。これは同じ日に現地を見てまいりました。こ

の現場は、    の西側の地域でございます。事務局の説明のとおりでござ

います。 

       それと、３２番から３５番。    の東側５００ｍぐらい行ったところで

ございます。こちらのほうも徐々に太陽光が増えてきている場所でございます。

事務局の説明のとおりでございます。 

       ３６番から４６番。こちらは、    の西側へ５００ｍぐらいのところで

ございます。こちらも徐々に太陽光が増えてきている場所でございます。事務

局説明のとおりでございます。 

       この業者の場合、チラシをまいて、そのチラシの問合せがあったところへ営

業に行ったところ、隣も隣もという形でだんだん増えていった訳です。事務局

説明のとおりでございますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       ４７番お願いします。 

 

宮本委員   １４番 宮本です。９日に私と前田さんと、それから地元推進委員、一志事

務局で確認しました、在所の真ん中でした。特に問題ないと思います。よろし

くお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       ４８、４９。 

 

前田委員   ２４番 前田です。まず、４８番です。この物件につきましては、資材置場

ということで、先ほど事務局から説明あったとおり、２月９日に、宮本委員、

それから守山会長、そしてあと、地元推進委員で現地を確認しました。何ら問

題ないかと思います。 

       それから、４９番につきましては、１，０００㎡以上ということで、諸戸部

会長がそこへ合流していただきまして現場を確認していただきました。説明の

とおり、太陽光発電の施設用地ということで何ら問題ないかと思います。 

       以上です。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       ５０番から５４番、お願いします。 
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中谷委員   １６番 中谷です。５０番と５１番は家を挟んで両側ですので、一緒に説明

をさせていただきます。 

       ９日に、西森、中谷両委員と地元推進委員と白山事務局で現地を見てまいり

ました。場所は、    の東側１００ｍから１５０ｍぐらいの間です。茶畑

になっておりましたが    、この辺り、ほとんどが太陽光に変わってきて

おりまして、とうとうここもかという形で太陽光になるようです。 

       ５２番ですけども、    から東に２㎞ぐらいでしょうか。建設会社の事

務所から見ると北西２００ｍほどのところです。宅地と民家とその続きの畑と

を買われたんですけれども、その畑の一部を庭園にしようということで申請が

出ています。何ら問題はないかと思います。 

       ５３番ですけども、これも同じく９日に、西森、中谷両委員と地元推進委員、

白山の事務局で確認をしました。場所は、    から南へおよそ５、６００

ｍのところに    のほうへ曲がる交差点があるんですけども、そこから西

のほうへ２００ｍほど入った在所の中です。以前はゲートボール場になってお

りまして、今は何もない更地になっておりました。資材置場ということで何ら

問題はないかと思います。 

       ５４番ですけども、これも９日に西森、中谷両委員と地元推進委員、それと

白山の事務局とで確認をしてまいりました。場所は、    の西から   

 のほうへ出る道があるんですけども、近鉄線をくぐって１５０ｍぐらい北の

ほうへ行ったところです。私らが行ったときは建物が壊されており、工事に入

っていたような感じではありましたけども、申請地を住宅地、その他進入路用

地、庭とすることで工事を進められてました。特に問題はないかと思いますの

で、よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございました。 

       それでは、５５番から６２番まで。 

 

結城委員   １８番 結城です。５５番から６２番までありますが、６２番はちょっと詳

細が違うので、６１番までは一括で説明をします。 

       ９日に、地元推進委員と事務局で確認をいたしました。渡人から受人に所有

権移転をして、太陽光発電施設を設置したいと。ずっと見たら事業者が皆違う

んですが、詳細は皆同じであるので、ずっと６２番まで飛ばします。 

       ６２番、これは地元推進委員と事務局で現地を確認いたしました。受人は、

このたび隣地の宅地建物、山林を購入いたしました。そのため一体化利用をし

ている庭園、進入路、駐車場、一部の建物の敷地となっている当該申請地を一

緒に購入をしたと。渡人は遠方に住まいしているので管理が困難なため、譲渡

すると。駐車場台数は申請地においては申請人の１台の車を予定していると。

写真、始末書は添付されておるということですので、よろしくお願いします。 

       私からは以上です。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       地元委員より説明がございましたが、皆さんのご意見がありましたらお願い

します。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 
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議  長   それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました議案第３号につい

て、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第３号については許可することに決定し

たいと思います。 

       引き続きまして、議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に

ついて（賃貸借権）を議題とします。事務局、説明をお願いします。 

 

事 務 局   １７ページをお願いします。 

       議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借権）

でございます。 

 

       番号１、地区 榊原、借人 株式会社      代表取締役     、

貸人     、申請地 榊原町岡    、台帳地目・現況地目とも畑、面

積 ４２７㎡ 外１筆、合計面積 ９０２㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人との間に２０年間の賃貸借権を設定し、

申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、４７４．７０㎡、パネルの設置率は、転用面積の５２．

７％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       以上、件数は１件、合計面積は畑で９０２㎡でございます。 

       この案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許

可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。 

       説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いします。 

 

森 委 員   ７番 森です。２月９日に、諸戸部会長と農業委員の田口さん、中野さん、

私、地元推進委員で行ってまいりました。事務局説明のとおりで問題ないと思

いますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       地元委員より説明がございましたが、皆さんのご意見がありましたらお願い

します。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました議案第４号につい

て、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 
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議  長   異議なしと認めます。よって、議案第４号については許可することに決定し

たいと思います。 

       引き続きまして、議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に

ついて（地上権）を議題といたします。事務局、説明をお願いします。 

 

事 務 局   １８ページをお願いします。 

       議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（地上権）

でございます。 

       番号１、地区 栗葉、借人     、貸人     、申請地 庄田町上

出    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １１２㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人との間に２１年間の地上権を設定し、申

請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       内容につきましては、先ほど、ご審議いただきました議案第３号（所有権移

転）、番号１７から番号１９及び番号２３と番号２６の申請地と一体利用する

計画です。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       以上、件数は１件、合計面積は畑で１１２㎡でございます。 

       この案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許

可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       事務局より説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いします。 

 

森 委 員   ７番 森です。２月８日に現地調査に行ってまいりました。諸戸部会長と農

業委員の田口さん、中野さん、私、地元推進委員で行きました。この現場は、

先ほど説明しました太陽光地帯の中にある一角でございます。事務局説明どお

りで問題はないと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       地元委員より説明がございましたが、皆さんのご意見がありましたら。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました議案第５号につい

て、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第５号については許可することに決定し

たいと思います。 

       続きまして、議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（使用貸借）を議題といたします。事務局、説明願います。 

 

事 務 局   １９ページをお願いします。 
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       議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸借）

でございます。 

       番号１、地区 栗葉、借人     、貸人     、申請地 稲葉町稲

葉山    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ３１１㎡のうち２７３．９

５㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人との間に３０年間の使用貸借を設定し、

申請地を一般個人住宅用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号２、地区 川合、借人     、貸人     、申請地 一志町其

村町畑    、台帳地目 畑、現況地目 雑種地、面積 ２２５㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人との間に永年間の使用貸借を設定し、申

請地を一般個人住宅用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       以上、件数は２件、合計面積は畑で４９８．９５㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       事務局より説明がありましたが、立ち会っていただきました地元委員のご意

見をお伺いします。１番、お願いします。 

 

森 委 員   ７番 森です。２月９日に現地調査に行ってまいりました。諸戸部会長と農

業委員の田口さん、私、中野さん、地元推進委員と行ってまいりました。現場

のほうは、    から南へ２００ｍぐらい行ったところでございます。団地

の北側の下のほうの土地でございます。事務局説明のとおりで問題はないと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       ２番、お願いします。 

 

前田委員   ２４番 前田です。２月９日、宮本委員、それから地元推進委員と現地を確

認いたしました。先ほど説明あった事務局のとおりでございます。何ら問題な

かったと思います。 

       以上です。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       地元委員の説明がございましたが、皆さん方のご意見をお伺いします。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました議案第６号につい

て、これにご異議ございませんか。 
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部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第６号については許可することに決定し

たいと思います。 

       続きまして、議案第７号 非農地証明願についてを議題といたします。事務

局、説明をお願いします。 

 

事 務 局   ２０ページをご覧ください。 

       議案第７号 非農地証明願について、でございます。 

       番号１、地区 栗葉、願出者     、申請地 庄田町谷口    、台

帳地目 畑、現況地目 宅地・雑種地、面積 ９９１㎡。 

       これにつきましては、空中写真撮影記録証明書により、申請地に昭和４８年

から宅地及び進入路として利用し、現在に至ることが確認できることから、申

請地は農地以外の用に供され２０年以上が経過している土地であり、非農地証

明事務取扱要領第３条第１項第２号の規定に該当することから、農地ではない

旨の証明をしても差し支えないものと考えます。 

 

       番号２、地区 栗葉、願出者      外４名、申請地 庄田町谷口  

  、台帳地目 畑、現況地目 雑種地、面積 ３６㎡。 

       これにつきましては、空中写真撮影記録証明書により、申請地に昭和４７年

から進入路として利用し、現在に至ることが確認できることから、申請地は農

地以外の用に供され２０年以上が経過している土地であり、非農地証明事務取

扱要領第３条第１項第２号の規定に該当することから、農地ではない旨の証明

をしても差し支えないものと考えます。 

 

       以上、件数は２件、面積は畑で１，０２７㎡でございます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       今、説明がありましたが、地元委員のご意見をお聞きしたいと思います。 

 

森 委 員   ７番 森です。１番と２番は隣地ですので一緒に説明させていただきます。 

       ２月９日に、諸戸部会長、農業委員の田口さん、中野さん、私と地元推進委

員で行ってまいりました。現場のほうは、転用許可申請が出された隣の土地で

ございます。事務局の説明のとおりで問題ないと思いますので、よろしくお願

いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       地元委員の説明がございましたが、皆さんからのご意見をお伺いします。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました議案第７号につい

て、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 
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議  長   異議なしと認めます。よって、議案第７号については証明することに決定し

たいと思います。 

       それでは次に、別冊でお配りいたしました議案第８号 農業経営基盤強化促

進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定についてを議題といたし

ます。事務局、説明をお願いします。 

 

事 務 局   議案第８号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積

計画の決定についてでございます。 

       それでは、資料の２枚目、農用地利用集積計画地区別集計表をご覧ください。 

       各地区別に、下の合計欄で説明をさせていただきます。 

       まず、久居地区をご覧ください。田の賃貸借、使用貸借で２９，４３１㎡、

畑の使用貸借で１，９００㎡、契約件数は１７件でございます。 

       一志地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で８３，３９１．５０㎡、

畑の使用貸借で５，１２８㎡、契約件数は３８件でございます。 

       白山地区につきましては、契約はございません。 

       美杉地区につきましては、田の使用貸借で４８６㎡、契約件数は１件でござ

います。 

       以上、合計で田の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせて１１３，３０８．５

０㎡、畑の集積が、使用貸借で７，０２８㎡、合計契約件数は５６件、合計面

積は１２０，３３６．５０㎡となっております。 

       次に、認定農業者への集積状況でございます。 

       地区別の認定農業者への集積は久居地区８件、一志地区２０件で合計２８件、

合計面積は６３，４７４．５㎡でございます。 

       また、認定農業者への集積率は、件数で５０％、面積で５２．８％となって

おります。 

       今回提出させていただきました利用集積計画につきましては、農業経営基盤

強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

       最後に、３枚目からの「農用地利用集積計画の概要」でございますが、今回

の利用集積計画のうち、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与の制限

に該当します案件がございますので、ご審議いただくに当たりまして、ご配慮

いただきますようよろしくお願いします。 

       以上で説明を終わります。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       説明が終わりましたが、今回の案件のうち、初めに、農業委員会等に関する

法律第３１条の議事参与の制限に該当する案件について、先にご審議をお願い

します。 

       整理番号５０ 外１件についてです。 

           委員、一時退室願います。 

 

       ＜ 退  室 ＞ 

 

議  長   それでは、この２件について、皆さん、いかがでしょうか。よろしいか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 
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議  長   それでは、意見もないようですので、お諮りいたします。ただいま審議をい

ただきました２件について、ご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       この案件につきましては適正であると認め、市長に進達することにいたしま

す。 

       入室をお願いします。 

 

       ＜ 入  室 ＞ 

 

議  長   それでは、議事参与の制限に該当しない案件につきましてご審議をお願いい

たします。皆さん、どうでしょう。よろしいですか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮りいたします。ただいま審議をいただきました案件について、

ご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       これらの案件につきましても適正であると認め、市長に進達することにいた

します。 

以上で、本部会に付議されました議案の審議は全て終了いたしました。 

これをもちまして、第２回第２農地部会を閉会します。 

 

                                午後３時１６分 

上記は、第２回第２農地部会の議事を録したものである。 

 

  令和３年２月１７日 

                     議事録署名者              

 

                     議事録署名者              


